
こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）の実施事業者の認可について   

 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、

全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形

での支援を強化することを目的として、月一定時間（10 時間まで）の利用可能

枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる「こども誰でも通園

制度」を、令和８年４月から実施する。 

 利用料：1 時間３００円 

 給付金：０歳児 １時間あたり１，７００円 

     １歳児 １時間あたり１，４００円 

     ２歳児 １時間あたり１，４００円 

 

 先般、こども誰でも通園制度説明会を実施し、令和７年１２月２２日から

令和８年１月７日まで実施事業者を募集したところ、ＹＩＣキッズ黒石保育園

と法泉寺保育園から申請があった。 

乳児等通園支援事業の認可を行う場合には、児童福祉法第３４条の１５第

４項の規定により、児童福祉審議会等（宇部市子ども・子育て審議会）の意

見聴取を行うこととなっている。 

今回、申請のあったＹＩＣキッズ黒石保育園と法泉寺保育園について、本

市が認可を行うに際して、各申請施設の適合状況について、意見聴取を実施

するもの。  

 

事業者から認可申請があったときは、国において定める法及び宇部市乳児

等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例で定める基準に

適合することが求められている。 

 このたび、申請のあったＹＩＣキッズ黒石保育園と法泉寺保育園は、余裕

活用型での実施であるが、余裕活用型での実施の場合は、市として把握して

いる事項について審査を省略することができるとされている。  

当該事業所は既に児童福祉法等の規定に基づく認可及び子ども・子育て支

援法等の規定に基づく確認を受けており、これまでも適正に運用されている

ことから、認可要件に適合すると判断している。 

 

【実施方式】 

ア 一般型（在園児合同） ：保育所等の定員と関わりなく定員設定を行い、在園児と合同で

受入れを行う方法 

イ 一般型（専用室独立実施）：保育所等の定員と関わりなく定員設定を行い、在園児と別の

専用スペースを設けて受入れを行う方法 

 ウ 余裕活用型      ：保育所等の定員の空き枠を活用して受入れを行う方法 

【設備・運営基準】 

事業区分／ 

実施方法 

一般型 

（在園児合同型） 

一般型 

（専用室独立実施） 
余裕活用型 

設備基準 

・在園児と本事業のどち

らも面積基準を満たし

ていること 

 

 

・乳児室 

１．６５㎡以上／人 

・ほふく室 

３．３０㎡以上／人 

・保育室又は遊戯室 

１．９８㎡以上／人 

・既存の保育事業の設備

基準と同等 

職員の 

配置基準 

【０歳児】 

３人につき保育士１人 

【１、 ２歳児】 

６人につき保育士１人 

・左記に同じ ・左記に同じ 

 

３ 本件に対する本市の考え方 

４ 認可及び職員配置の基準 

２ 審議会の意見聴取の位置づけ 

１ 制度の概要 

資料１ 



こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）の実施事業者の認可について   

 

項目 概要 

事業所名称 ①ＹＩＣキッズ黒石保育園 

施設所在地 宇部市黒石北四丁目２番４０号 

施設類型 保育所 

法 人 名 学校法人ＹＩＣ学院 

代表者・氏名 理事長 井本浩二 

事業類型 余裕活用型 

定員設定 ０歳 １歳 ２歳 合計 

６人 ７人 ６人 １９人 

設備の状況 

使用する保

育室等の状

況 

乳児室 ほふく室 
保育室 

遊戯室 
便所 調理設備  

21.37 ㎡ 27.00 ㎡ 20.90 ㎡ 有 有  

運営体制 

開 所 日 月曜日から土曜日まで 

提供時間 ９時３０分から１６時３０分まで 

職員配置 １２人（保育士１２人、保育補助者０人） 

食事の提供 あり（自園調理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基準の適否】 

基準の内容 確認内容 適否 

（安全計画の策定等） 

設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での

活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他

の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練

その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事項につ

いての計画を策定しているか。 

策定済 適 

（食事） 

食事の提供を行う場合、当該施設において行うことが必要な

調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えて

いるか。 

備えている 適 

（内部の規程） 

乳児等通園支援事業者は、事業の運営についての規則で定め

る重要事項に関する規程を定めておかなければならない。  

定めている 適 

（設備及び職員の基準） 

施設又は事業所の区分に応じた基準に適合していること。  

（設備基準） 

余裕活用型であるため通常保育と合算 

０歳児：３．３㎡×６人（内、通常保育６人） 

【小規模事業所の０歳児必要面積３．３㎡】 

１歳児：３．３㎡×７人（内、通常保育７人） 

２歳児：１．９８㎡×６人（内、通常保育６人）  

０歳児 

21.37 ㎡ 

 ≧19.80 ㎡ 

１歳児 

27.00 ㎡ 

 ≧23.10 ㎡ 

２歳児 

20.90 ㎡ 

 ≧11.88 ㎡ 

適 

（職員配置基準） 

余裕活用型であるため通常保育と合算 

０歳児６人×１／３＋１・２歳児１３人×１／６＝５人 

１２人≧５

人 

適 

 

５ 認可予定事業所の概要 



こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）の実施事業者の認可について   

 

 

項目 概要 

事業所名称 ②法泉寺保育園 

施設所在地 宇部市松山町五丁目６番９号 

施設類型 保育所 

法 人 名 社会福祉法人法泉寺保育園 

代表者・氏名 理事長 中山昭乗 

事業類型 余裕活用型 

定員設定 ０歳 １歳 ２歳 合計 

３人 １０人 １０人 ２３人 

設備の状況 

使用する保育

室等の状況 
乳児室 ほふく室 

保育室 

遊戯室 
便所 調理設備  

46.40 ㎡ － 40.23 ㎡ 有 有  

運営体制 

開 所 日 週２日 

提供時間 ９時から１１時まで 

職員配置 １８人（保育士１４人、保育補助者４人） 

食事の提供 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基準の適否】 

基準の内容 確認内容 適否 

（安全計画の策定等） 

設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での

活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他

の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練

その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事項に

ついての計画を策定しているか。 

策定済 適 

（食事） 

食事の提供を行う場合、当該施設において行うことが必要な

調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えて

いるか。 

備えている 

実施予定な

し 

 

－ 

（内部の規程） 

乳児等通園支援事業者は、事業の運営についての規則で定め

る重要事項に関する規程を定めておかなければならない。  

定めている 適 

（設備及び職員の基準） 

施設又は事業所の区分に応じた基準に適合していること。  

（設備基準） 

余裕活用型であるため通常保育と合算 

０歳児：１，６５㎡×３人（通常保育３人） 

１歳児：３．３㎡×１０人（通常保育１０人） 

２歳児：１．９８㎡×１０人（通常保育１０人）  

０、１歳児 

46.40 ㎡ 

 ≧37.95 ㎡ 

２歳児 

40.23 ㎡ 

 ≧19.80 ㎡ 

 

適 

（職員配置基準） 

余裕活用型であるため通常保育と合算 

０歳児３人×１／３＋１・２歳児２０人×１／６＝５人 

１８人≧５

人 

適 

 


